
令和8年1月23日

議 員 各 位

管理部議員会館課

解散後の議員会館の使用について

解散後におげる議員事務室及び会議室等の使用は、先例に

より下記のとおりとなっておりますので、御了承願います。

記

1 議員事務室

議員事務室の使用は､総選挙の公示日の前日までとなっておりますが、

解散から公示日までの期間が短いため､公示日以降、可能な限り速やか

に退室願いますb

ただし、引き続き立候補された方につきましては、総選挙の投票日ま

で使用いただけますb

なお、投票日の翌日以降は、当選された方を除き、4日以内に退室願

います。

2 会議室等

会議室等は､解散時以前に申込みをされているものに限り、

総選挙の公示日の前日まで使用いただけます（公示日以降の予約

分については、全て取消しとなります)。

3 開閉時亥リ

別紙のとおり

問合せ先 議員会館課（内線’ ｜）
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解散後の議員会館の開閉時刻
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